
奈良県広域水道企業団

企業長　　山　　下　　　真

第１　入札に付する事項

（１） 工事名

（２） 工事場所

（３） 概　要

（４） 工事期間 まで

（５） 予定価格 円（内、消費税等相当額 円）

（６） 最低制限価格 円（内、消費税等相当額 円）

（７） 入札方法

第２　競争入札参加資格

1 登録業種

2 登録等級

3 事業所の所在地に関する条件

4

名　　称 所在地

5

①

②

③

④

⑤

6 その他

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
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仕様書のとおり

入　　　　札　　　　公　　　　告

下記の工事について、次のとおり条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第１６７条の６の
規定により公告します。

令和7年12月9日

舗装本復旧工事額田部北町（第１工区）

大和郡山市額田部北町地内

設計業務の受託者との関連に関する条件
次に掲げるこの入札に係る設計業務の受託者と資本又は人事面に於いて関連
がある者でないこと。

着工の日から 令 和 8 年 3 月 18 日

¥10,528,100 ¥957,100

¥9,364,300 ¥851,300

電子入札【条件付一般競争入札】

大和郡山市建設工事等競争入札参加登録業者で、電子入札システムへの利用者登録が完了し、公告日現在、次に掲げる条
件をすべて満たした者のみが、この入札に参加することができます。

舗装（１年以上、継続して登録）

Ａ

大和郡山市内に建設業法第３条第１項に規定する本店を有すること。

平成12年３月31日以前に民事再生法（平成11年法律第225号）附則第２条による廃止前の和議法（大正11年法律第72号）第12
条第１項の規定による和議開始の申立てをしていないこと。

配置技術者等に関する条件

現場代理人及び舗装工事業に係る資格を有する主任技術者等を、この工事の施工期間中各１名配置すること。なお現場代理
人及び主任技術者等は兼ねることができる。

監理技術者を置くことが必要な工事にあっては、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」の交付を受けてい
る者、又はこれに準ずる者。

現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐するものとする。

現場代理人は、他の工事の現場代理人又は技術者との兼任はできません。（ただし、一体性及び工期の一部重複等が認めら
れる本体工事に付随する随意契約を除く。）

現場代理人、主任技術者及び監理技術者等においては、入札執行の日以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者。

地方自治法施行令（昭和22年５月３日政令第16号）第167条の４の規定に該当する者でないこと。

申請資料等の提出日、競争入札参加資格確認時点並びにその後入札執行日までの間において、大和郡山市建設工事等請負契
約に係る入札参加停止措置要領による入札参加停止措置を受けていないこと。

会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例
によることとされる更生事件（以下「旧更生事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和27年法律第172
号）第30条の規定する更生手続開始の申立を含む。）をしていない者又は申立てをなされていない者。ただし、同法に基づ
く更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始決定を含む。）を受けた者については、更生手続開始
の申立てをしなかった者又は申立をなされなかった者とみなします。

平成12年４月１日以降に民事再生法第21条の再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者。ただ
し、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始
の申立てをしなかった者又は申立がなされなかった者とみなします。

奈良県広域水道企業団暴力団等排除措置要綱の別表に掲げる措置要件の第１項から第５項までのいずれかに該当する者でな
いこと。

大和郡山市に継続して１年以上、当該登録業種の参加資格を有していない者は本入札に参加することはできません。



第３　入札書の提出方法

第４　競争入札参加手続き等

から

まで

質問の方法
９時から１２
時まで

１２時から

15:00

9:05

１３時から

15:00

第５　その他

○入札執行回数 入札執行回数は、１回とします。

○入札保証金 免除します。

○契約保証金
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入札者は本公告第４に示す入札書の到達期限日時までに、電子入札システム上で入札書を提出すること。

手続き等 期間・期日・期限 場　　　　所

設計図書の閲覧・貸与

令和7年12月9日 市役所の休日を除き、８時３０分
から１７時まで大和郡山市 入札
検査課で行います（貸出は半日単
位（９時～１２時、１３時～１７
時）です。）またホームページに
も掲載しています。令和8年1月6日

※指定の質問書（ホームページから
ダウンロードできます。）により事
業担当課へ持参すること。

令和7年12月16日
奈良県広域水道企業団
大和郡山事務所　工務課

質問の回答 令和7年12月18日 １３時から
ホームページに掲載。（質問・回
答がない場合はホームページへの
掲載はありません）

入札書の受付開始日時 令和7年12月10日
※システム稼働時間は８時～２０
時（土・日曜、祝日、12/29～1/3
を除く）

入札書の到達期限日時 令和8年1月6日

開　札　日　時 令和8年1月7日 大和郡山市　入札検査課内

競争参加資格確認申請書の受付開始日時 令和8年1月7日

※参加申請書提出依頼通知書が送
信された落札候補者は、条件付一
般競争入札参加申請書（指定の様
式・ホームページからダウンロードで
きます。）を添付し、電子入札シ
ステム上で競争入札参加資格確認
申請書を提出すること。

競争参加資格確認申請書の到達期限日時 令和8年1月8日

システム稼働時間は８時～２０時
（土・日曜、祝日、12/29～1/3を
除く）

契約保証金は、契約金額の１００分の１０に相当する額以上とし、契約締結までに納付すること。ただし、奈良県広域水道
企業団契約規程第１９条の各号のいずれかに該当する者である場合は、契約保証金の全部又は一部の納付が免除されます。
なお、予定価格５，０００万円以上の建設工事については同条第１項第５号の規定による免除は適用されません。



1

2

①

②

③

④ 監理技術者資格者証の写し（記載事項に変更がある場合は、裏面も。）

⑤

⑥

⑦ 最新年分の給与所得の源泉徴収票の写し

3

○ 契約の不締結

○その他

1

2

3

4

5

問い合わせ先 大和郡山市役所都市建設部入札検査課

電話　０７４３－５３－１１５１（内線６２３）

電子入札システムの操作方法について 電子調達コールセンター

電話　０５７０－０１１－３１１ 利用可能時間　９時～１８時まで（土・日曜、祝日、１２月２９日～１月３日を除く）

ホームページアドレス
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最新年分の所得税の確定申告書の写し

○配置技術者
等の確認

配置技術者等の資格を確認するため、「現場代理人及び主任（監理）技術者選任（変更）届」を提出
する際に下記の書類を提出すること。

国家資格等の保有者については、その資格を証する免状等の写し。監理技術者について
は監理技術者資格者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し（記載事項に変更がある
場合は、裏面も）。なお、実務経験のみの主任技術者については、通算して所定の年数
を超える実務経験（期間、件名等）等が記載された経歴書。

現場代理人及び配置技術者等の雇用関係を確認するため、「現場代理人及び主任（監理）技術者選任
（変更）届」を提出する際に本人の雇用に関する経歴書および下記の①～⑦の書類のいずれか１つ
を提出すること。なお、現場代理人又は配置技術者等が個人企業の事業主もしくは法人の代表者の場
合は提出の必要はありません。

法人における取締役の場合は、登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は現在事項全部
証明書）の写し

健康保険・厚生年金被保険者標準報酬月額決定通知書の写し。若しくは事業所及び被保
険者の社会保険加入についての所管年金事務所長の証明の写し。なお、保険者番号及び
被保険者等記号・番号については、復元できない程度にマスキング等を施してくださ
い。
※市町村の国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、マイナ保険証、健康
保険資格確認書、(旧)健康保険被保険者証は不可。

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、又は所管公共職業安定所長が証明した
事業所別被保険者台帳の写し

市町村が作成した最新年の住民税特別徴収税額決定・変更通知書（特別徴収義務者用）
の写し

一度提出された入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。

 https://www.union.nara-water.lg.jp/category/2-1-3-0-0-0-0-0-0-0.html
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　「入札公告」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「各種様式」

虚偽等が明らかになった場合は、入札参加停止措置等を行う場合があります。

落札決定後、契約締結までの間に、奈良県広域水道企業団暴力団等排除措置要綱の別表に掲げる措置要件のいずれかに該当
すると認められたときは、契約を締結しません。

この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格の無い者が行った入札、虚偽の申請を行った者の入札、及び入札心得
又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

書類作成及び提出に係る費用は、入札者の負担とします。なお、提出された書類は返却しません。

開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者（落札候補者）としま
す。予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって同価格の入札をした者が２人以上あった場合は、「くじ」によ
り落札者（落札候補者）を決定します。「くじ」は電子入札システムにより行います。なお、開札立会を希望する入札者は
指定の開札立会申請書（ホームページからダウンロードからできます。）を開札日の前日の８時３０分から１２時（正午）
までの間にＦＡＸ（0743-53-1049）にて提出してください。

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の「１００分の１０」に相当する金額を加算した額（当該金額
に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費
税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の「１１０分の１００」に相当する金額
を入札書に記載すること。


